
横浜農業協同組合 ⾏動計画 
 

１．従業員が健康で活気のある職場づくりに取り組むため、⻑時間労働を抑制
し、仕事と⽣活の調和が図れるよう、次のように⾏動計画を策定する。 

 
＜計画期間＞ 
 令和２年４⽉１⽇から令和 7 年３⽉３１⽇までの５年間 
 
＜主な課題＞ 
 1.全体として付与された年次有給休暇の取得率が低いという現状がある 
 2.職員の平均残業時間が増加している現状がある 
 
＜⽬標(職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇⽤環境の整備)＞ 
 1.職員の年次有給休暇取得率(取得⽇数/付与⽇数)を年間 33％以上にする 
 2.職員の⼀⽉あたりの平均残業時間を 15 時間未満にする 
 
＜取組内容 令和 2 年 4 ⽉〜＞ 
 ①連続５営業⽇の年休取得を⽬的とした｢年次有給休暇の計画的付与制度｣による、 

効果的な年次有給休暇の取得促進 
 ②年次有給休暇にかかる時間単位の取得 
 ③フレックスタイム制にかかる適⽤対象者の拡⼤ 

④⽉２回以上のノー残業デーの徹底 
 ⑤特別条項付３６協定に捉われない最⼩限の法定外労働の管理徹底 
       

※神奈川県家庭教育協⼒事業者連携事業の協⼒事業者として、県教育委員会との協定に
基づき、上記の取組内容にかかる更なる徹底を図る 

 
２．⼥性がより⼀層活躍する環境づくりを推進するため、次のように⾏動計画

を策定する。 
 
＜計画期間＞ 

令和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 7 年 3 ⽉ 31 ⽇までの 5 年間 
 
＜主な課題＞ 
 ⼥性の活躍を推進する上で、管理職全体に占める⼥性職員の割合が低いという現状がある 
 
＜⽬標(⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供)＞ 

管理職全体に占める⼥性職員の割合を 12％以上にする 
 

＜取組内容 令和 2 年 4 ⽉〜＞ 
①⼥性のキャリア形成やワークライフバランスにかかる志向の把握と分析 
②｢⼥性キャリアアップ研修会｣を通じたキャリアビジョン(⾃分⾃⾝のなりたい姿や将 

来像)の形成、意識と意欲の向上 



③育児休暇中のアドバイスやサポートを⾏う｢産休前の個別⾯談｣を実施 
④育児休業中の従業員に対する情報提供やキャリア意識啓発セミナーの実施 
⑤⼥性職員にかかる職域の拡⼤等、多様なキャリアメイク(キャリアの積み⽅や重ね⽅) 

の実現 
 
 
 
 

【情報公表項⽬（R５.4.1 現在）】 
 

①⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供 
  ・従業員全体に占める⼥性労働者の割合  

⇒職員：46.57％、特別嘱託：39.62％、嘱託：21.43％、パートタイマー：80.71％ 
・監督職(係⻑相当職)に占める⼥性職員の割合 ⇒32.61％ 
・管理職(課⻑相当職)に占める⼥性職員の割合 ⇒12.21％ 

  ・男⼥の賃⾦の差異 
 男⼥の賃⾦の差異 

（男性の賃⾦に対する⼥性の賃⾦の割合） 

全従業員 63.0％ 
正職員 69.7％ 
パート・有期従業員 57.1% 

    対象期間：令和 4 事業年度（令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇から令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇まで） 
    賃⾦：基本給、役職位⼿当、職能資格⼿当、超過労働に対する報酬、賞与、通勤 

⼿当等を含み、退職⼿当を除く。 
    正職員：当組合から組合外への出向者を含む。 
    パート・有期従業員：パートタイマー、嘱託、定年後再雇⽤者が該当。 
    説明：〈職員〉 

・休職期間中、賃⾦が⽀給されない産休者や育児休業者を含んでいる。 
〈パート・有期従業員〉 
・⼥性の割合が、⽉額固定給⽀給の嘱託、定年後再雇⽤者においては低 

   く、時間給⽀給のパートタイマーにおいては⾼いことが、賃⾦の差異を 
⽣じている要因である。 

 
 ②職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇⽤環境の整備 
  ・男⼥の平均勤続年数  

⇒男性職員：18.29 年、⼥性職員：14.35 年 
  ・職員の⼀⽉あたりの平均残業時間 ⇒13 時間 20 分 
  ・職員の年次有給休暇取得率(取得⽇数/付与⽇数) ⇒39.41％ 
 
 ③育児休業取得状況 

・事業年度：令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和 5 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
 



① 年度末育休取得者数 
⼥性 55 名・男性 1 名 

  
②配偶者が出産し、育休を取得した男性労働者数 

6 名／36 名 = 16％ 
  
③⾃⾝が出産し、育休を取得した⼥性労働者数 

28 名／28 名 = 100% 
  
④職場復帰した労働者数 

⼥性 34 名・男性 5 名 
 


